
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　
　
　
　

　

　

　
【請求項２】
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コンポーネント映像信号の輝度信号成分から、後述するノイズ検出器の第１の出力を減
ずる第１の減算器と、

前記第１の減算器の出力を１フレーム期間蓄積する第１のフレームメモリと、
前記輝度信号成分から前記第１のフレームメモリの出力を減ずる第２の減算器と、
前記第１の減算器の出力に対して所定の周波数成分を抽出する第１のフィルタ器と、
前記第２の減算器の出力に対して所定の周波数成分を抽出する第２のフィルタ器と、
ドット妨害，及び時間軸ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定を外部から入力す

るための指定入力手段と、
前記第１のフィルタ器、前記第２のフィルタ器、前記第２の減算器の各出力、および前

記指定入力手段により入力されたドット妨害，及び時間軸ノイズのいずれのノイズを除去
するかの指定とを入力とし、ドット妨害の除去の指定時には、第２のフィルタ器，及び前
記第１のフィルタ器の各出力に基づいて第３の出力を決定，出力し、時間軸ノイズの除去
の指定時には、第２の減算器の出力に応じて第１の出力を決定，出力するノイズ検出器と
、

前記ノイズ検出器の第３の出力を前記第１の減算器の出力から減ずる第５の減算器とを
備えた、

ことを特徴とする映像信号処理装置。



　コンポーネント映像信号の輝度信号成分から、後述するノイズ検出器の第１の出力を減
ずる第１の減算器と、
　前記第１の減算器の出力を１フレーム期間蓄積する第１のフレームメモリと、
　前記輝度信号成分から前記第１のフレームメモリの出力を減ずる第２の減算器と、
　前記第１の減算器の出力に対して所定の周波数成分を抽出する第１のフィルタ器と、
　前記第２の減算器の出力に対して所定の周波数成分を抽出する第２のフィルタ器と、
　コンポーネント映像信号の色差信号成分から、後述するノイズ検出器の第２の出力を減
ずる第３の減算器と、
　前記第３の減算器の出力を１フレーム期間蓄積する第２のフレームメモリと、
　前記色差信号成分から前記第２のフレームメモリの出力を減ずる第４の減算器と、
　ドット妨害，クロスカラー，及び時間軸ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定を
外部から入力するための指定入力手段と、
　前記第１のフィルタ器、前記第２のフィルタ器、前記第２の減算器、前記第４の減算器
の各出力、および前記指定入力手段により入力されたドット妨害，クロスカラー，及び時
間軸ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定とを入力とし、ドット妨害の除去の指定
時には、第２のフィルタ器，及び前記第１のフィルタ器の各出力に基づいて第３の出力を
決定，出力し、クロスカラーの除去の指定時には、前記第１のフィルタ器，前記第２の減
算器，及び前記第４の減算器の各出力に基づいて第２の出力を決定，出力し、時間軸ノイ
ズの除去の指定時には、第２の減算器の出力に応じて第１の出力を決定，出力し、第４の
減算器の出力に応じて第２の出力を決定，出力するノイズ検出器と、
　前記ノイズ検出器の第３の出力を前記第１の減算器の出力から減ずる第５の減算器とを
備えた、
　ことを特徴とする映像信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、Ｙ／Ｃ分離後のコンポーネント映像信号に対して、ドット妨害やクロスカラー
の除去を施す映像信号処理方法および映像信号処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンポジット映像信号に対してＹ／Ｃ分離を施した場合、ドット妨害（またはクロスルミ
ナンス妨害とも言う）やクロスカラーといった弊害が発生する。Ｙ／Ｃ分離には、大きく
３通りの方法があり、それぞれ、１次元Ｙ／Ｃ分離、２次元Ｙ／Ｃ分離、３次元Ｙ／Ｃ分
離と呼ばれる。ここで例として、２次元Ｙ／Ｃ分離の３次元周波数特性を図１７に示す。
図１７は、ＮＴＳＣ信号を３次元周波数空間で表現したものである。図１７において、中
央の大きな直方体１００１が輝度信号の帯域であり、ハッチングを施した小さな直方体１
００２が色信号の帯域である。また、点線で示す直方体１００５が、２次元Ｙ／Ｃ分離フ
ィルタにより色信号として抽出される周波数帯域を示している。図１７より、色信号が垂
直方向の高周波数成分を有する場合、色信号の帯域である直方体１００２の帯域に属し、
直方体１００５からはみ出した色信号の高周波数成分は、輝度信号成分として残留するこ
とがわかる。このように、Ｙ／Ｃ分離の際に色信号が輝度信号として残留したものが、ド
ット妨害となる。
【０００３】
これらの弊害を低減する従来の映像信号処理装置として、まずドット妨害を低減するもの
としては、特開平４－１７４８５号公報（以下文献１）に開示されたビデオ信号処理装置
がある。このビデオ信号処理装置では、色差信号の飽和度を検出し、検出した飽和度に応
じて、輝度信号に対してノッチフィルタを施すことにより、ドット妨害を低減している。
【０００４】
また、クロスカラーを低減するものとしては、特開平６－１０５３２２号公報（以下文献
２）に開示された搬送色信号のクロスカラー低減装置がある。このクロスカラー低減装置
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では、現在のフィールドの搬送色信号と１フィールド前の搬送色信号とが非反転であるか
を検出し、その検出結果に従って、現在の搬送色信号を減衰させることにより、クロスカ
ラーを低減している。
【０００５】
また、映像信号のノイズとして、上記ドット妨害，クロスカラーの他に、時間方向にラン
ダムに発生する微小レベルのノイズである時間軸ノイズがある。この時間軸ノイズを除去
する従来の方法としては、例えば「ＴＶ画像の多次元信号処理（ Multi-dimensional TV s
ignal processing）」（吹抜敬彦著、日刊工業新聞社発行）の 190～ 191頁に記述されたも
のがある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記文献１に開示された装置では、色差信号の飽和度を用いてドット妨害を検出している
。しかしながら、ドット妨害は、元の色差信号が水平方向や垂直方向に高周波数成分を有
している場合に、２次元または３次元Ｙ／Ｃ分離を行ったときに、色差信号の高周波数成
分が輝度信号に残留することにより生じるものであり、必ずしも色差信号の飽和度が高い
ところでドット妨害が生じるわけではない。このため、文献１に開示された装置では、ド
ット妨害を低減できない場合があるという問題がある。
【０００７】
また、上記文献２に開示された装置では、現在のフィールドの搬送色信号と１フィールド
前の搬送色信号の位相を比較することにより、クロスカラーを検出している。しかしなが
ら、色差信号が復調されたコンポーネント映像信号においては、現在のフィールドの搬送
色信号と１フィールド前の搬送色信号の位相を比較することによりクロスカラーを検出す
るという方法を用いることができない。したがって、この文献２に開示された装置では、
Ｙ／Ｃ分離後のコンポーネント映像信号に対して、クロスカラーを低減することができな
いという問題点がある。
【０００８】
本発明は上記問題点を解決するものであり、Ｙ／Ｃ分離後のコンポーネント映像信号に対
して、ドット妨害およびクロスカラーを有効に除去できる映像信号処理方法および映像信
号処理装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明（請求項１）の映像信号処理 は、

ものである。
【００２７】
　また、本発明（請求項 ）の映像信号処理装置は、コンポーネント映像信号の輝度信号
成分から、後述するノイズ検出器の第１の出力を減ずる第１の減算器と、前記第１の減算
器の出力を１フレーム期間蓄積する第１のフレームメモリと、前記輝度信号成分から前記
第１のフレームメモリの出力を減ずる第２の減算器と、前記第１の減算器の出力に対して
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装置 コンポーネン
ト映像信号の輝度信号成分から、後述するノイズ検出器の第１の出力を減ずる第１の減算
器と、前記第１の減算器の出力を１フレーム期間蓄積する第１のフレームメモリと、前記
輝度信号成分から前記第１のフレームメモリの出力を減ずる第２の減算器と、前記第１の
減算器の出力に対して所定の周波数成分を抽出する第１のフィルタ器と、前記第２の減算
器の出力に対して所定の周波数成分を抽出する第２のフィルタ器と、ドット妨害，及び時
間軸ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定を外部から入力するための指定入力手段
と、前記第１のフィルタ器、前記第２のフィルタ器、前記第２の減算器の各出力、および
前記指定入力手段により入力されたドット妨害，及び時間軸ノイズのいずれのノイズを除
去するかの指定とを入力とし、ドット妨害の除去の指定時には、第２のフィルタ器，及び
前記第１のフィルタ器の各出力に基づいて第３の出力を決定，出力し、時間軸ノイズの除
去の指定時には、第２の減算器の出力に応じて第１の出力を決定，出力するノイズ検出器
と、前記ノイズ検出器の第３の出力を前記第１の減算器の出力から減ずる第５の減算器と
を備えた

２



所定の周波数成分を抽出する第１のフィルタ器と、前記第２の減算器の出力に対して所定
の周波数成分を抽出する第２のフィルタ器と、コンポーネント映像信号の色差信号成分か
ら、後述するノイズ検出器の第２の出力を減ずる第３の減算器と、前記第３の減算器の出
力を１フレーム期間蓄積する第２のフレームメモリと、前記色差信号成分から前記第２の
フレームメモリの出力を減ずる第４の減算器と、ドット妨害，クロスカラー，及び時間軸
ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定を外部から入力するための指定入力手段と、
前記第１のフィルタ器、前記第２のフィルタ器、前記第２の減算器、前記第４の減算器の
各出力、および前記指定入力手段により入力されたドット妨害，クロスカラー，及び時間
軸ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定とを入力とし、ドット妨害の除去の指定時
には、第２のフィルタ器，及び前記第１のフィルタ器の各出力に基づいて第３の出力を決
定，出力し、クロスカラーの除去の指定時には、前記第１のフィルタ器，前記第２の減算
器，及び前記第４の減算器の各出力に基づいて第２の出力を決定，出力し、時間軸ノイズ
の除去の指定時には、第２の減算器の出力に応じて第１の出力を決定，出力し、第４の減
算器の出力に応じて第２の出力を決定，出力するノイズ検出器と、前記ノイズ検出器の第
３の出力を前記第１の減算器の出力から減ずる第５の減算器とを備えたものである。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
実施の形態１．
図１は本発明の実施の形態１による映像信号処理装置の構成を示すブロック図である。図
１において、１０１は水平フィルタ器、１０２は時間フィルタ器、１０３は比較器、１０
４はゲイン調整器、１０５は減算器である。
本実施の形態１による映像信号処理装置は、コンポーネント映像信号からドット妨害を除
去するものである。以下、本実施の形態１による映像信号処理装置の動作について説明す
る。
【００２９】
図１の映像信号処理装置には、コンポーネント映像信号の輝度信号データが入力される。
入力輝度信号データは、水平フィルタ器１０１でフィルタ処理を施される。ここで、水平
フィルタ器１０１の周波数特性は、ＮＴＳＣ信号における搬送波信号の周波数３．５８Ｍ
Ｈｚを通過域とするバンドパスフィルタである。水平フィルタ器１０１の出力は、時間フ
ィルタ器１０２とゲイン調整器１０４に対して出力される。
【００３０】
時間フィルタ器１０２では、各画素に対して時間方向のフィルタを施す。ここで、時間フ
ィルタ器１０２の周波数特性は、時間周波数１５Ｈｚ（正確には２９．９７／２Ｈｚ）の
信号を通過域とするハイパスフィルタである。このフィルタは、例えば、現フレームと直
前フレームとの差分値を１／２にする処理を行うことにより実現できる。時間フィルタ器
１０２の出力は比較器１０３に対して出力される。
【００３１】
比較器１０３では、時間フィルタ１０２器の出力信号の絶対値と所定のしきい値との比較
を行う。ここでは、２種類のしきい値ＴＨ１とＴＨ２（ただしＴＨ１＜ＴＨ２）を用いる
。この場合、比較器１０３では、時間フィルタ器１０２の出力信号の絶対値が、ＴＨ１よ
りも小さいか、またはＴＨ１以上でＴＨ２よりも小さいか、またはＴＨ２以上であるか、
のいずれであるかを判定し、その結果をゲイン調整器１０４に対して出力する。
【００３２】
ここで、水平フィルタ器１０１と時間フィルタ器１０２の両者を合わせたフィルタ特性を
図２に示す。図２は、ＮＴＳＣ信号を３次元周波数空間で表現したものである。図２にお
いて、中央の大きな直方体１００１が輝度信号の帯域であり、ハッチングを施した小さな
直方体１００２が色差信号の帯域である。また、点線で示す直方体１００３が、水平フィ
ルタ器１０１と時間フィルタ器１０２の両者を合わせたフィルタの通過帯域となる。図２
からわかるように、フィルタの通過帯域１００３は、図１７において、色信号の帯域１０
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０２のうちＹ／Ｃ分離フィルタにより色信号として抽出される周波数帯域１００５からは
み出した帯域を含んでいる。したがって、これらのフィルタの組み合わせにより、フィル
タ出力値の絶対値に対して比較器１０３でしきい値判定を行うことにより、２次元Ｙ／Ｃ
分離や３次元Ｙ／Ｃ分離で輝度信号に残留する、色差信号の高周波数成分を抽出すること
ができることがわかる。
【００３３】
ゲイン調整器１０４では、水平フィルタ器１０１の出力のゲインを比較器１０３の比較結
果に応じて変更し出力する。例えば、比較器１０３において、時間軸フィルタ１０２の出
力信号の絶対値が、ＴＨ１よりも小さい場合には、ゲイン０（すなわち出力なし）とし、
ＴＨ１以上でＴＨ２よりも小さい場合には、ゲイン１／２とし、ＴＨ２以上である場合に
は、ゲイン１（すなわち入力をそのまま出力）とする。ゲイン調整器１０４の出力は、減
算器１０５に対して出力される。減算器１０５では、入力輝度信号からゲイン調整器１０
４の出力を引いた信号を出力する。
【００３４】
以上のように、本実施の形態１による映像信号処理装置では、コンポーネント映像信号の
輝度信号成分を入力とし、輝度信号に対して３次元周波数領域で第１の所定の周波数成分
を抽出し、その第１の所定の周波数成分の大きさに応じて、輝度信号から第２の所定の周
波数成分を除去する。ここで、第１の所定の周波数成分を、輝度信号に対し、３．５８Ｍ
Ｈｚを通過帯域とする水平バンドパスフィルタによりフィルタを施し、さらに１５Ｈｚを
通過帯域とする時間ハイパスフィルタによりフィルタを施すことによって抽出することに
より、ドット妨害が発生する画素を特定することができる。また第２の所定の周波数成分
を、輝度信号に対し、３．５８ＭＨｚを通過帯域とする水平バンドパスフィルタによりフ
ィルタを施すことによって得ることにより、ドット妨害を大きく低減することができる。
また、第２の所定の周波数成分を輝度信号から減ずる際に、第２の所定の周波数成分のゲ
インを、第１の所定の周波数成分値に応じて切り替えることにより、ドット妨害が発生し
ていない領域では入力輝度信号に対しては処理を施さないため、映像のボケを最小限に抑
えることができる。このように、本発明の映像信号処理方法および映像信号処理装置を用
いることにより、簡易な構成によって、コンポーネント映像信号の輝度信号成分に重畳し
たドット妨害を除去することができる。
【００３５】
なお、本実施の形態１においては、輝度信号から水平フィルタ器１０１の出力をゲイン調
整器１０４においてゲイン調整したものを減じていたが、これは時間フィルタ器１０２の
出力をゲイン調整したものを減じてもよい。図３は、輝度信号から時間フィルタ器１０２
の出力をゲイン調整器１０４においてゲイン調整したものを減じる構成とした、本実施の
形態１による映像信号処理装置の変形例の構成を示すブロック図である。図３に示す変形
例の動作は、第２の所定の周波数成分を、輝度信号に対し、３．５８ＭＨｚを通過帯域と
する水平バンドパスフィルタによりフィルタを施し、さらに１５Ｈｚを通過帯域とする時
間ハイパスフィルタによりフィルタを施すことによって得る点を除いて、図１の映像信号
処理装置の動作と全く同じであるので説明を省略する。このような図３に示す変形例によ
っても、図１の映像信号処理装置と同様、簡易な構成によって、コンポーネント映像信号
の輝度信号成分に重畳したドット妨害を除去することができる。
【００３６】
また、本実施の形態１においては、ゲイン調整器１０４において、３段階（０、１／２、
１）でゲイン調整する場合について説明したが、この段階数、ゲイン値は他の値であって
もよい。
また本実施の形態１においては、水平フィルタ器１０１は３．５８ＭＨｚを通過帯域とす
るフィルタであるとして説明したが、これは３．５８ＭＨｚが通過帯域であれば、３．５
８ＭＨｚが完全に通過帯域の中心周波数である必要はない。
【００３７】
実施の形態２．
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図４は本発明の実施の形態２による映像信号処理装置の構成を示すブロック図である。図
４において、４０１～４０３はフレームメモリ、４０４は水平フィルタ、４０５はクロス
カラー検出器、４０６はゲイン調整器、４０７～４１０は減算器である。
本実施の形態２による映像信号処理装置は、コンポーネント映像信号からクロスカラーを
除去するものである。
【００３８】
ＮＴＳＣ信号において、色信号は輝度信号に多重化されている。この際には、色信号によ
りカラーサブキャリア（周波数３．５８ＭＨｚ）を変調した信号が多重化されている。３
．５８ＭＨｚという周波数は、水平走査周波数（１５．７５ｋＨｚ）の２２７．５倍とな
る値である。したがって、カラーサブキャリアは、同一フィールド内の隣り合う走査線間
では、半周期ずれている。その様子を図１８に示す。
【００３９】
図１８は、連続するフィールドおよびフィールド内に存在する走査線を時間－垂直面で見
た様子を示した図である。ここで、丸印が走査線を示している。白丸で示された走査線は
、カラーサブキャリアの振幅が正の最大値を取ることを示し、黒丸で示された走査線は、
カラーサブキャリアの振幅が負の最大値を取ることを示している。図１８からわかるよう
に、画面上の同じ位置の画素に注目すると、２フィールド離れている場合にはカラーサブ
キャリアは逆相となり、４フィールド離れている場合にはカラーサブキャリアは同相とな
る。
【００４０】
クロスカラーは、Ｙ／Ｃ分離の際に、本来輝度信号である成分が、色信号として分離され
ることにより生じるノイズである。ここで、クロスカラーとして検知される元の輝度信号
成分が、時間方向にほぼ一定の値を取るとする。この場合、Ｙ／Ｃ分離によりコンポーネ
ント映像信号になったときのクロスカラー部の色信号は、２フィールド離れている場合に
は、画面の同じ位置の画素間の画素値の差分値は大きな値（逆相）となり、４フィールド
離れている場合には、画面の同じ位置の画素間の画素値の差分値は小さな値（同相）とな
る。ここで画素値は、コンポーネント映像信号をディジタル表現した場合の値とする。
【００４１】
本実施の形態２による映像信号処理装置は、クロスカラーがコンポーネント映像信号では
上述のような性質を持つことに着目し、クロスカラーを除去するものである。
【００４２】
以下、本実施の形態２による映像信号処理装置の動作について説明する。
コンポーネント映像信号の色差信号データは、フレームメモリ４０１、減算器４０７、４
０８、４０９に入力される。フレームメモリ４０１では、入力された色差信号データを１
フレーム分遅延させて出力する。フレームメモリ４０１の出力は、フレームメモリ４０２
、および減算器４０７に入力される。減算器４０７には、色差信号データとフレームメモ
リ４０１の出力が入力され、色差信号データからフレームメモリ４０１の出力が減算され
たものが出力される。すなわち、減算器４０７からは、現フレームの色差信号データと１
フレーム前の色差信号データとの差分値が出力されることになる。減算器４０７の出力は
、クロスカラー検出器４０５、ゲイン調整器４０６に入力される。
【００４３】
フレームメモリ４０２では、入力された色差信号データをさらに１フレーム分遅延させて
出力する。フレームメモリ４０２の出力は、減算器４０８に入力される。減算器４０８に
は、色差信号データとフレームメモリ４０２の出力とが入力され、色差信号データからフ
レームメモリ４０２の出力が減算されたものが出力される。すなわち、減算器４０８から
は、現フレームの色差信号データと２フレーム前の色差信号データとの差分値が出力され
ることになる。減算器４０８の出力は、クロスカラー検出器４０５に入力される。
【００４４】
一方、コンポーネント映像信号の輝度信号データは、フレームメモリ４０３、水平フィル
タ４０４、および減算器４１０に入力される。フレームメモリ４０３では、入力された輝
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度信号データを１フレーム分遅延させて出力する。フレームメモリ４０３の出力は、減算
器４１０に入力される。減算器４１０には、輝度信号データとフレームメモリ４１０の出
力が入力され、輝度信号データからフレームメモリ４１０の出力が減算されたものが出力
される。すなわち、減算器４１０からは、現フレームの輝度信号データと１フレーム前の
輝度信号データとの差分値が出力されることになる。減算器４１０の出力は、クロスカラ
ー検出器４０５に入力される。
【００４５】
水平フィルタ４０４に入力された輝度信号データは、３．５８ＭＨｚを通過帯域とするバ
ンドパスフィルタを施されて出力される。水平フィルタ４０４の出力は、クロスカラー検
出器４０５に入力される。
【００４６】
クロスカラー検出器４０５には、減算器４０７、４０８、４１０の出力、水平フィルタ４
０４の出力が入力される。クロスカラー検出器４０５は、水平フィルタ４０４の出力の絶
対値が第一の所定のしきい値以上であり、減算器４１０の出力の絶対値が第２の所定のし
きい値以下であり、減算器４０７の出力の絶対値が第３の所定のしきい値以上であり、減
算器４０８の出力の絶対値が第４の所定のしきい値以下であればクロスカラーを検出した
と判断する。すなわち、輝度信号成分が３．５８ＭＨｚを有しており、輝度信号成分に時
間的変化があまりなく、色差信号成分に時間的変化があり、かつその時間的変化が２フレ
ーム周期で変化している場合には、クロスカラーであると判断する。クロスカラー検出器
４０５は、検出結果をゲイン調整器４０６に対して出力する。
【００４７】
ゲイン調整器４０６は、クロスカラー検出器４０５の検出結果と減算器４０７の出力を入
力とし、クロスカラー検出器４０５の検出結果に応じて、減算器４０７の出力のゲインを
変更して出力する。例えば、クロスカラー検出器４０５がクロスカラーを検出した場合、
減算器４０７の出力を１／２にして出力する。また、クロスカラー検出器４０５がクロス
カラーを検出しなかった場合、減算器４０７の出力のゲインを０にして出力する（すなわ
ち何も出力しない）。ゲイン調整器４０６の出力は減算器４０９に対して出力される。
【００４８】
減算器４０９は、色差信号データとゲイン調整器４０６の出力を入力とし、色差信号デー
タからゲイン調整器４０６の出力を減算して出力する。すなわち、クロスカラー検出器４
０５がクロスカラーを検出した場合、現フレームの色差信号データから、現フレームの色
差信号データと１フレーム前の色差信号データの差分値の１／２が減算されることになる
。これは、現フレームの色差信号データと１フレーム前の色差信号データとの平均値を求
めているのと同じである。また、クロスカラー検出器４０５がクロスカラーを検出しなか
った場合、色差信号データがそのまま出力されることになる。
【００４９】
以上のように、本実施の形態２による映像信号処理装置では、コンポーネント映像信号の
輝度信号データと色差信号データとを入力とし、輝度信号データに対しては、水平方向の
所定の周波数成分を抽出し、また現フレームと１フレーム前との差分値を求める。また色
差信号データに対しては、現フレームと１フレーム前との差分値、および現フレームと２
フレーム前との差分値を求める。そして、輝度信号データの水平方向の所定の周波数成分
値が第１の所定値以上であり、かつ輝度信号データの現フレームと１フレーム前との差分
値の絶対値が第２の所定値以下であり、かつ色差信号データの現フレームと１フレーム前
との差分値の絶対値が第３の所定値以上であり、かつ色差信号データの現フレームと２フ
レーム前との差分値の絶対値が第４の所定値以下であれば、色差信号データから色差信号
データの現フレームと１フレーム前との差分値の１／２を減ずる、あるいは、色差信号デ
ータを現フレームと１フレーム前との平均値で置き換える。ここで所定の周波数成分を、
輝度信号に対し、３．５８ＭＨｚを通過帯域とする水平バンドパスフィルタによりフィル
タを施すことによって得ることにより、クロスカラーが発生する画素を特定することがで
きる。すなわち、輝度信号成分が３．５８ＭＨｚを有しており、輝度信号成分に時間的変
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化があまりなく、色差信号成分に時間的変化があり、かつその時間的変化が２フレーム周
期で変化している場合には、クロスカラーであると判断する。そして、クロスカラーが検
出された場合には、色差信号データの現フレームと１フレーム前のデータとの平均値で置
き換えることで、そのクロスカラーを除去する。このように、本発明の映像信号処理方法
および映像信号処理装置を用いることにより、簡易な構成によって、コンポーネント映像
信号の色差信号成分に重畳したクロスカラーを除去することができる。
【００５０】
なお、本実施の形態では、色差信号データに対して、２フレーム分のフレームメモリ（フ
レームメモリ４０１と４０２）とを用いる場合について説明したが、これは１フレーム分
のフレームメモリで構成することもできる。図５は、１フレーム分のフレームメモリを備
えた、本実施の形態２による映像信号処理装置の変形例の構成を示すブロック図である。
図５は図４の構成から、フレームメモリ４０２を削除した構成となっている。それに伴い
、クロスカラー検出器４０５には、色差信号データに対する現フレームと２フレーム前と
の差分データは入力されなくなる。また、クロスカラー検出器４０５におけるクロスカラ
ー検出は、色差信号データに対する現フレームと２フレーム前との差分データに関する条
件判断が除去された検出方法となる。この場合、クロスカラー検出器４０５では、水平フ
ィルタ４０４の出力の絶対値が第１の所定のしきい値以上であり、減算器４１０の出力の
絶対値が第２の所定のしきい値以下であり、減算器４０７の出力の絶対値が第３の所定の
しきい値以上であればクロスカラーを検出したと判断する。すなわち、輝度信号成分が３
．５８ＭＨｚを有しており、輝度信号成分に時間的変化があまりなく、色差信号成分に時
間的変化がある場合には、クロスカラーであると判断する。したがって、図４の構成と比
較してクロスカラー検出精度は若干下がるが、フレームメモリを１フレーム分で構成する
ことができ、ハードウェアコストの削減を図ることができる。
【００５１】
実施の形態３．
本実施の形態３による映像信号処理装置は、コンポーネント映像信号からドット妨害、ク
ロスカラー、時間軸ノイズの３つのノイズの任意の組み合わせを同時に除去するものであ
る。ここで時間軸ノイズとは、時間方向にランダムに発生する微小レベルのノイズのこと
を示す。
【００５２】
まず、３つのノイズのどのノイズの組み合わせを除去するかについて、組み合わせを指定
する方法例を図１９を用いて説明する。図１９は、映像信号処理手段１００１、入力受付
手段１００２、表示手段１００３からなる映像信号処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００５３】
本実施の形態３による映像信号処理装置においては、ユーザがドット妨害、クロスカラー
、時間軸ノイズの３つのノイズの、いずれのノイズを除去するかを指定する。表示手段１
００３は、ノイズの種類、およびそのノイズを除去するか否かを示す表示を行う。この表
示例を図２０に示す。図２０においては、ドット妨害は除去する、クロスカラーは除去し
ない、時間軸ノイズは除去する、という組み合わせを指定した場合を示している。ユーザ
は、リモコン等を用いて、いずれのノイズを除去するかをこの表示を用いて指定する。ユ
ーザから指定された組み合わせは、入力手段１００２を通じて、表示手段１００３に表示
される。
ユーザにより組み合わせが決定されると、その組み合わせは入力手段１００２を通じて、
映像信号処理手段１００１に入力される。
【００５４】
次に、映像信号処理手段１００１の詳細な構成について説明する。図６は、本実施の形態
３による映像信号処理装置の映像信号処理手段１００１の詳細な構成例を示すブロック図
である。図６において、６０１，６０２は水平フィルタ、６０３，６０４はフレームメモ
リ、６０５はノイズ検出器、６０６～６１０は減算器である。
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【００５５】
コンポーネント映像信号の輝度信号データは、減算器６０６，６０８に入力される。減算
器６０８は、輝度信号データとノイズ検出器６０５（動作内容は後述）の出力Ａとを入力
とし、輝度信号データからノイズ検出器６０５の出力Ａを減じて出力する。減算器６０８
の出力は、減算器６１０、水平フィルタ６０２、およびフレームメモリ６０３に入力され
る。
フレームメモリ６０３は、減算器６０８の出力を入力とし、入力された信号を１フレーム
期間だけ遅延させて出力する。フレームメモリ６０３の出力は減算器６０６に対して出力
される。
【００５６】
減算器６０６は、輝度信号データとフレームメモリ６０３の出力とを入力とし、輝度信号
データからフレームメモリ６０３の出力を減じて出力する。この減算結果は、水平フィル
タ６０１とノイズ検出器６０５に対して出力される。
水平フィルタ６０１は、減算器６０６の出力に対して、３．５８ＭＨｚを通過帯域とする
バンドパスフィルタを施して出力する。水平フィルタ６０１の出力は、ノイズ検出器６０
５に入力される。
【００５７】
水平フィルタ６０２は、減算器６０８の出力に対して、３．５８ＭＨｚを通過帯域とする
バンドパスフィルタを施して出力する。水平フィルタ６０２の出力は、ノイズ検出器６０
５に入力される。
一方、コンポーネント映像信号の色差信号データは減算器６０７，６０９に入力される。
【００５８】
減算器６０９は、色差信号データとノイズ検出器６０５（動作内容は後述）の出力Ｃとを
入力とし、色差信号データからノイズ検出器６０５の出力を減じて出力する。減算器６０
９の出力は、フレームメモリ６０４に入力される。
フレームメモリ６０４は、減算器６０９の出力を入力とし、入力された信号を１フレーム
期間だけ遅延させて出力する。フレームメモリ６０４の出力は減算器６０７に対して出力
される。
【００５９】
減算器６０７は、色差信号データとフレームメモリ６０４の出力とを入力とし、色差信号
データからフレームメモリ６０４の出力を減じて出力する。この減算結果は、ノイズ検出
器６０５に対して出力される。
ノイズ検出器６０５には、水平フィルタ６０１，６０２の出力、および減算器６０６，６
０７の出力が入力される。また、ノイズ検出器６０５には、外部からドット妨害、クロス
カラー、時間軸ノイズ、のいずれか、またはこれらの任意の組み合わせを除去する指定が
入力される。
【００６０】
ノイズ検出器６０５の動作として、まず出力Ａ、Ｂを決定する方法について図７を用いて
説明する。図７は、出力Ａ、Ｂを決定する際の、ノイズ検出器６０５の動作を示すフロー
チャートである。ここで出力Ａ、Ｂは共に輝度信号データからノイズ（すなわちドット妨
害または時間軸ノイズ）を除去するために用いられ、出力Ａは時間軸ノイズの除去のため
、出力Ｂはドット妨害の除去のために用いられる。まず、Ｓ７０１でドット妨害除去が指
定されているかどうかを判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ７０２へ、“Ｎ
ｏ”の場合にはＳ７０４へ進む。Ｓ７０２では、水平フィルタ６０１の出力の絶対値が第
一の所定値以上であるかどうかを判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ７０５
へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ７０３へ進む。Ｓ７０５では、出力Ａを０とし、出力Ｂを水平
フィルタ６０２の出力として終了する。Ｓ７０３では、水平フィルタ６０１の出力の絶対
値が第２の所定値以上であるかどうかを判定する。ここで第２の所定値は、第１の所定値
よりも小さい値とする。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ７０６へ、“Ｎｏ”の場合
にはＳ７０４へ進む。Ｓ７０６では、出力Ａを０とし、出力Ｂを水平フィルタ６０２の出
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力の１／２として終了する。Ｓ７０４で時間軸ノイズの除去が指定されているかどうかを
判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ７０７へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ７０８
へ進む。Ｓ７０７では、出力Ａを減算器６０６の出力に非線形処理を施した値とし、出力
Ｂを０とする。ここで、Ｓ７０７において用いられる非線形処理の入出力特性例を図９に
示す。またＳ７０８では、出力Ａ、Ｂともに０とする。
【００６１】
ノイズ検出器６０５の動作として、次に出力Ｃを決定する方法について図８を用いて説明
する。図８は、出力Ｃを決定する際の、ノイズ検出器６０５の動作を示すフローチャート
である。ここで出力Ｃは色差信号データのノイズ（すなわちクロスカラーまたは時間軸ノ
イズ）を除去するために用いられる。
【００６２】
まず、Ｓ８０２で、時間軸ノイズの除去が指定されているかどうかを判定する。この判定
が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ８０３へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ８０４へ進む。Ｓ８０３で
は、減算器６０７の出力の絶対値が第３の所定値以下であるかどうかを判定する。この判
定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ８０８へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ８０４へ進む。Ｓ８０８
では、出力Ｃを減算器６０７の出力に非線形処理を施した値とする。ここで、Ｓ８０８に
おいて用いられる非線形処理の入出力特性例を図９に示す。Ｓ８０４では、クロスカラー
除去が指定されているかどうかを判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ８０５
へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ８０７へ進む。Ｓ８０５では、水平フィルタ６０２の出力の絶
対値が第４の所定値以上であり、かつ減算器６０６の出力が第五の所定値以下であるかを
判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ８０６へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ８０７
へ進む。Ｓ８０６では、出力Ｃを減算器６０７の出力の１／２にする。またＳ８０７では
、出力Ｃを０とする。
【００６３】
ノイズ検出器６０５の出力のうち、出力Ａは減算器６０８、出力Ｂは減算器６１０へ、出
力Ｃは減算器６０９へと入力される。
【００６４】
減算器６１０では、減算器６０８の出力とノイズ検出器６０５の出力Ｂとが入力され、減
算器６０８の出力からノイズ検出器６０５の出力Ｂが減算されて出力される。この出力が
出力輝度信号データとなる。また減算器６０９の出力は出力色差信号データとなる。
【００６５】
ノイズ検出器６０５は、上述のように出力Ａ，出力Ｂ，および出力Ｃを出力し、時間軸ノ
イズの除去が指定されている場合には、減算器６０８の出力および減算器６０９の出力は
、時間方向のノイズが除去されたものとなる。また、ドット妨害の除去が指定されている
場合には、減算器６１０の出力はドット妨害が除去されたものとなる。また、クロスカラ
ーの除去が指定されている場合には、減算器６０９の出力は、クロスカラーが除去された
ものとなる。
【００６６】
以上のように、本実施の形態３による映像信号処理装置では、コンポーネント映像信号の
輝度信号データに対する水平フィルタ出力成分、フレーム間差分データ、フレーム間差分
データの水平フィルタ出力成分、及び、色差信号データのフレーム間差分データを用いて
、ドット妨害、クロスカラー、時間軸ノイズの中の任意のノイズを検出、除去する。
【００６７】
さらに詳しくは、本実施の形態３による映像信号処理装置では、コンポーネント映像信号
の輝度信号成分と色差信号成分とを入力とし、輝度信号に対して３次元周波数領域で第１
の所定の周波数成分を抽出する。そして、ドット妨害の除去が指定されている場合には、
その第１の所定の周波数成分の大きさに応じて、輝度信号成分から第２の所定の周波数成
分を除去する。ここで、第１の所定の周波数成分を、輝度信号に対し、３．５８ＭＨｚを
通過帯域とする水平バンドパスフィルタによりフィルタを施し、さらに１５Ｈｚを通過帯
域とする時間ハイパスフィルタによりフィルタを施すことによって抽出することにより、
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ドット妨害が発生する画素を特定することができる。また第２の所定の周波数成分を、輝
度信号に対し、３．５８ＭＨｚを通過帯域とする水平バンドパスフィルタによりフィルタ
を施すことによって得ることにより、ドット妨害を大きく低減することができる。またド
ット妨害の除去が指定されているが、第１の所定の周波数成分の大きさが所定値よりも小
さい場合や、ドット妨害の除去が指定されておらず、かつ時間軸ノイズの除去が指定され
ている場合には、時間方向に変動する微小レベル成分を除去する。
【００６８】
ここでドット妨害の除去において、第２の所定の周波数成分を輝度信号から減ずる際に、
第２の所定の周波数成分のゲインを、第１の所定の周波数成分値に応じて切り替えること
により、ドット妨害が発生していない領域では入力輝度信号に対しては処理を施さないた
め、映像のボケを最小限に抑えることができる。
【００６９】
また、色差信号に対しては、時間軸ノイズの除去が指定されている場合には、時間方向に
変動する微小レベル成分を除去する。またクロスカラーの除去が指定されている場合には
、色差信号データの現フレームと１フレーム前との差分値の絶対値が第３の所定値以上で
あり、輝度信号データの水平方向の所定の周波数成分値が第４の所定値以上であり、かつ
輝度信号データの現フレームと１フレーム前との差分値の絶対値が第５の所定値以下であ
れば、クロスカラーが発生していると判断し、色差信号データから色差信号データの現フ
レームと１フレーム前との差分値の１／２を減ずる、あるいは、色差信号データを現フレ
ームと１フレーム前との平均値で置き換える。ここで輝度信号データに対する所定の周波
数成分を、輝度信号に対し、３．５８ＭＨｚを通過帯域とする水平バンドパスフィルタに
よりフィルタを施すことによって得ることにより、クロスカラーが発生する画素を特定す
ることができる。すなわち、輝度信号成分が３．５８ＭＨｚを有しており、輝度信号成分
に時間的変化があまりなく、色差信号成分に時間的変化がある場合には、クロスカラーで
あると判断する。そして、クロスカラーが検出された場合には、色差信号データの現フレ
ームと１フレーム前のデータとの平均値で置き換えることで、そのクロスカラーを除去す
る。
【００７０】
したがって、本実施の形態３による映像信号処理装置によれば、輝度信号データ、色差信
号データそれぞれに対して１フレーム分のフレームメモリを備えた簡単なハードウェア構
成で、コンポーネント映像信号からドット妨害、クロスカラー、時間軸ノイズの中の任意
のノイズを除去することができ、これらのノイズの除去を独立のハードウェアを用いて行
う構成とするのに比してハードウェア規模の削減、ハードウェアコストの削減を図ること
ができる。
【００７１】
なお本実施の形態では、水平フィルタ６０２を減算器６０８の後段に配置する構成につい
て説明したが、これは前段に配置しても良い。図１０は、水平フィルタ６０２を減算器６
０８の前段に配置した、本実施の形態３による映像信号処理装置の変形例の構成を示すブ
ロック図である。図１０に示す変形例の動作は、水平フィルタ６０２が時間軸ノイズが除
去される前の輝度信号データに対してフィルタを施す点を除いて、図６の映像信号処理装
置の動作と全く同じであるので説明を省略する。このような図１０に示す変形例によって
も、図６の映像信号処理装置と同様、簡易なハードウェア構成で、コンポーネント映像信
号からドット妨害、クロスカラー、時間軸ノイズの中の任意のノイズを除去することがで
きる。
【００７２】
また本実施の形態では、ドット妨害、クロスカラー、時間方向ノイズの３種類のノイズを
任意の組み合わせで除去する場合について説明したが、これは２種類のノイズを任意の組
み合わせで除去しても良い。例えば、図６の映像信号処理装置と同様の構成で、ノイズ検
出器６０５が、図７，図１１に示すフローに従って処理を行うものとすれば、ドット妨害
と時間方向ノイズの任意の組み合わせを除去できる映像信号処理装置を実現できる。この
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変形例においては、出力Ｃを決定する際のノイズ検出器６０５の動作が上記実施の形態３
による映像信号処理装置と異なっている。即ち、まず、Ｓ８０２で、時間軸ノイズの除去
が指定されているかどうかを判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ８０３へ、
“Ｎｏ”の場合にはＳ８０７へ進む。Ｓ８０３では、減算器６０７の出力の絶対値が第３
の所定値以下であるかどうかを判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ８０８へ
、“Ｎｏ”の場合にはＳ８０７へ進む。Ｓ８０８では、出力Ｃを減算器６０７の出力に非
線形処理を施した値とする。またＳ８０７では、出力Ｃを０とする。その他の動作は上記
実施の形態３による映像信号処理装置の動作と同じである。このような変形例によれば、
簡易なハードウェア構成で、コンポーネント映像信号からドット妨害と時間方向ノイズの
任意の組み合わせを除去することができる。
【００７３】
また、図１２は、クロスカラーと時間方向ノイズの任意の組み合わせを除去できる、本実
施の形態３による映像信号処理装置の他の変形例を示す図である。この変形例では、装置
の構成を図１２に示す構成とし、ノイズ検出器６０５が、図１３，図８に示すフローに従
って処理を行うものとしている。ノイズ検出器６０５は、図１３に示すフローに従って出
力Ａを決定し、図８に示すフローに従って出力Ｃを決定する。即ち、図１３に示すフロー
において、まず、Ｓ７０４で時間軸ノイズの除去が指定されているかどうかを判定する。
この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ７０７へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ７０８へ進む。Ｓ
７０７では、出力Ａを減算器６０６の出力に非線形処理を施した値とし、Ｓ７０８では、
出力Ａを０とする。出力Ｃを決定するフローは上記実施の形態３による映像信号処理装置
において出力Ｃを決定するフローと同じであるので説明を省略する。このような変形例に
よれば、簡易なハードウェア構成で、コンポーネント映像信号からクロスカラーと時間方
向ノイズの任意の組み合わせを除去することができる。
【００７４】
また、図１４は、ドット妨害とクロスカラーの任意の組み合わせを除去できる、本実施の
形態３による映像信号処理装置の他の変形例を示す図である。この変形例では、装置の構
成を図１４に示す構成とし、ノイズ検出器６０５が、図１５，図１６に示すフローに従っ
て処理を行うものとしている。ノイズ検出器６０５は、図１５に示すフローに従って出力
Ｂを決定し、図１６に示すフローに従って出力Ｃを決定する。即ち、図１５に示すフロー
において、まず、Ｓ７０１でドット妨害除去が指定されているかどうかを判定する。この
判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ７０２へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ７０８へ進む。Ｓ７０
２では、水平フィルタ６０１の出力の絶対値が第１の所定値以上であるかどうかを判定す
る。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ７０５へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ７０３へ進む
。Ｓ７０５では、出力Ｂを水平フィルタ６０２の出力として終了する。Ｓ７０３では、水
平フィルタ６０１の出力の絶対値が第２の所定値以上であるかどうかを判定する。ここで
第 2の所定値は、第 1の所定値よりも小さい値とする。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、
Ｓ７０６へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ７０８へ進む。Ｓ７０６では、出力Ｂを水平フィルタ
６０２の出力の１／２として終了する。Ｓ７０８では、出力Ｂを０とする。また、図１６
に示すフローにおいて、まず、Ｓ８０４でクロスカラー除去が指定されているかどうかを
判定する。この判定が“Ｙｅｓ”の場合には、Ｓ８０５へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ８０７
へ進む。Ｓ８０５では、水平フィルタ６０２の出力の絶対値が第４の所定値以上であり、
かつ減算器６０６の出力が第５の所定値以下であるかを判定する。この判定が“Ｙｅｓ”
の場合には、Ｓ８０６へ、“Ｎｏ”の場合にはＳ８０７へ進む。Ｓ８０６では、出力Ｃを
減算器６０７の出力の１／２にする。Ｓ８０７では、出力Ｃを０とする。このような変形
例によれば、簡易なハードウェア構成で、コンポーネント映像信号からドット妨害とクロ
スカラーの任意の組み合わせを除去することができる。
【００７５】
また、上記実施の形態３では、ドット妨害の除去が指定されている場合の、ノイズ検出器
６０５における処理として、図７に示すように、水平フィルタ６０１の出力の絶対値と第
１および第２のしきい値とを比較して出力Ｂを決定したが、これは一つの所定値のみと比
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較しても良いし、３つ以上のしきい値と比較しても良い。
【００７６】
また、上記実施の形態３では、輝度信号成分に対しては、ドット妨害を時間軸ノイズに優
先して除去する場合について、色差信号成分に対しては、時間軸ノイズをクロスカラーに
優先して除去する場合について説明したが、これらの優先度は逆であっても良い。
【００７７】
また、上記実施の形態３では、色差信号成分に対するクロスカラー除去においては、減算
器６０７の出力の絶対値が第３の所定値以上でなければクロスカラーとして検出しない場
合について説明したが、この条件はなくてもよい。
【００７８】
【発明の効果】
　以上のように本発明（請求項１）の映像信号処理 によれば、

を有効に除去できる効果がある。
【００９６】
　また、本発明（請求項 ）の映像信号処理装置によれば、コンポーネント映像信号の輝
度信号成分から、後述するノイズ検出器の第１の出力を減ずる第１の減算器と、前記第１
の減算器の出力を１フレーム期間蓄積する第１のフレームメモリと、前記輝度信号成分か
ら前記第１のフレームメモリの出力を減ずる第２の減算器と、前記第１の減算器の出力に
対して所定の周波数成分を抽出する第１のフィルタ器と、前記第２の減算器の出力に対し
て所定の周波数成分を抽出する第２のフィルタ器と、コンポーネント映像信号の色差信号
成分から、後述するノイズ検出器の第２の出力を減ずる第三の減算器と、前記第３の減算
器の出力を１フレーム期間蓄積する第２のフレームメモリと、前記色差信号成分から前記
第２のフレームメモリの出力を減ずる第４の減算器と、ドット妨害，クロスカラー，及び
時間軸ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定を外部から入力するための指定入力手
段と、前記第１のフィルタ器、前記第２のフィルタ器、前記第２の減算器、前記第４の減
算器の各出力、および前記指定入力手段により入力されたドット妨害，クロスカラー，及
び時間軸ノイズのいずれのノイズを除去するかの指定とを入力とし、ドット妨害の除去の
指定時には、第２のフィルタ器，及び前記第１のフィルタ器の各出力に基づいて第３の出
力を決定，出力し、クロスカラーの除去の指定時には、前記第１のフィルタ器，前記第１
の減算器，及び前記第４の減算器の各出力に基づいて第２の出力を決定，出力し、時間軸
ノイズの除去の指定時には、第２の減算器の出力に応じて第１の出力を決定，出力すると
ともに、第４の減算器の出力に応じて第２の出力を決定，出力するノイズ検出器と、前記
ノイズ検出器の第３の出力を前記第１の減算器の出力から減ずる第５の減算器とを備えた
構成としたから、簡単な構成で、ドット妨害、クロスカラー、時間軸ノイズのいずれかの
ノイズ、またはその任意の組み合わせを有効に除去できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１による映像信号処理装置の構成を示すブロック図
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装置 コンポーネント映像信
号の輝度信号成分から、後述するノイズ検出器の第１の出力を減ずる第１の減算器と、前
記第１の減算器の出力を１フレーム期間蓄積する第１のフレームメモリと、前記輝度信号
成分から前記第１のフレームメモリの出力を減ずる第２の減算器と、前記第１の減算器の
出力に対して所定の周波数成分を抽出する第１のフィルタ器と、前記第２の減算器の出力
に対して所定の周波数成分を抽出する第２のフィルタ器と、ドット妨害，及び時間軸ノイ
ズのいずれのノイズを除去するかの指定を外部から入力するための指定入力手段と、前記
第１のフィルタ器、前記第２のフィルタ器、前記第２の減算器の各出力、および前記指定
入力手段により入力されたドット妨害，及び時間軸ノイズのいずれのノイズを除去するか
の指定とを入力とし、ドット妨害の除去の指定時には、第２のフィルタ器，及び前記第１
のフィルタ器の各出力に基づいて第３の出力を決定，出力し、時間軸ノイズの除去の指定
時には、第２の減算器の出力に応じて第１の出力を決定，出力するノイズ検出器と、前記
ノイズ検出器の第３の出力を前記第１の減算器の出力から減ずる第５の減算器とを備えた
構成としたから、簡単な構成で、ドット妨害、時間軸ノイズのいずれかのノイズ、または
その両方

２



【図２】本発明の実施の形態１による映像信号処理装置の水平フィルタ器と時間フィルタ
器の両者を合わせたフィルタ特性を示す模式図
【図３】本発明の実施の形態１による映像信号処理装置の変形例の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態２による映像信号処理装置の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態２による映像信号処理装置の変形例の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の映像信号処理手段の構成を示す
ブロック図
【図７】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の動作を説明するためのフローチ
ャート図
【図８】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の動作を説明するためのフローチ
ャート図
【図９】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置における時間軸ノイズ除去に用い
られる非線形処理の入出力特性例を示す模式図
【図１０】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の変形例の構成を示すブロック
図
【図１１】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の動作を説明するためのフロー
チャート図
【図１２】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の他の変形例の構成を示すブロ
ック図
【図１３】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の動作を説明するためのフロー
チャート図
【図１４】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の更に他の変形例の構成を示す
ブロック図
【図１５】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の動作を説明するためのフロー
チャート図
【図１６】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の動作を説明するためのフロー
チャート図
【図１７】２次元Ｙ／Ｃ分離の３次元周波数特性を示す模式図
【図１８】連続するフィールドおよびフィールド内に存在する走査線を時間－垂直面で見
た様子を示す図
【図１９】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の構成を示すブロック図
【図２０】本発明の実施の形態３による映像信号処理装置の表示手段による表示例を示す
図
【符号の説明】
１０１　水平フィルタ器
１０２　時間フィルタ器
１０３　比較器
１０４　ゲイン調整器
１０５　減算器
４０１，４０２，４０３　フレームメモリ
４０４　水平フィルタ
４０５　クロスカラー検出器
４０６　ゲイン調整器
４０７，４０８，４０９，４１０　減算器
６０１，６０２　水平フィルタ
６０３，６０４　フレームメモリ
６０５　ノイズ検出器
６０６，６０７，６０８，６０９，６１０　減算器
１００１　映像信号処理手段
１００２　入力受付手段
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１００３　表示手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】
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